
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和６年 10 月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれな
い場合は、令和６年 12 月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

　 　　　　　　

発行発行 終了終了を します

現在、お手元にある保険証は有効期限まで使
用できます。ただし、有効期限内であっても令
和６年 12 月２日以降に他の保険へ異動したり、
住所変更などがあれば使用できなくなります。
保険証が使用できなくなったり、有効期限が切
れたら「マイナ保険証」か「資格確認書」で
の受診となります。

医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結
果の提供に同意すると、医師などからご自身の
情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を
回避した適切な処方を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちでない人には、現在お
持ちの保険証の有効期限が到来する前に、「資
格確認書」をお送りしますので、その「資格確
認書」を使用してこれまでと同じように医療機
関を受診すること
ができます。

国民健康被保険者証

後期高齢者医療被保険者証
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より良い医療を受けることができます！

ど ん な いい いい ここ とと が あ る の ？

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参
照できるため、領収証を保管・提出する必要
がなく、簡単に医療費控除申請の手続きがで
きます。

● パソコン・スマートフォンから申請

● まちなかの 証明写真機から申請

● 郵便で申請　● 市役所・各支所で申請

カードの受け取り、申請などができます。

休日窓口 11 月 10 日㈰　12 月 8 日㈰
 午前 9 時～正午

時間外窓口 11 月 13 日㈬　12 月 11 日㈬
 午後 7 時まで

問 市民課 ☎ 22-3135
　 内牧支所 ☎ 32-1111
　 波野支所 ☎ 24-2001

申請の方法

市役所・支所に 休日・時間外窓口 を開設

マイナポータルで確定申告の
医療費控除がカンタンにできます！

就職・転職・引越後も
健康保険証などとしてずっと使えます！

窓口で限度額以上の支払いが
不要になります！

12 月からマイナ保険証の利用が

基本となります！

マイナンバーカードを申請1 2
STEPSTEP

● 医療機関・薬局の受付 （カードリーダー）
で登録

● 「マイナポータル」から登録

● セブン銀行 ATM から登録

● 市役所・各支所で登録

利用登録の方法

保険証として登録

高額な医療費が発生する場合でも、マイナン
バーカードを保険証として使うことで、高額な
医療費を一時的に自己負担したり、市役所で限
度額適用認定証の書類申請手続きをする必要が
なくなります。

新しい健康保険証など
の発行を待たずに、医
療機関・薬局で利用で
きます。

マイナ保険証を持っていない人には
「資格確認書」が交付されます

令和６年 12 月 1 日までに発行された
保険証は有効期限まで使用できます

マイナンバーカードを保険証として利用するためには 登録 が必要です

阿蘇市の国民健康保険と後期高齢者医療保険以

外の健康保険証をお持ちの人は加入中の保険者

にお問い合わせください。
マイナ保険証について詳しくは

QRコードからご確認ください。
これまでどおりの受診もできます！

問 ほけん課　☎ 22-3145

要予約
前開
庁日までに
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定額減税「前」の税額をもとに算出された令和６年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれな
い場合は、令和６年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和６年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれな
い場合は、令和６年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

税金は、財産の所有や所得などに対して公平に課税されるので、滞納になるケースは特別です。
「納付できない」という人は、何か原因があるはずです。

納税相談では、収支状況を確認して
完納に向けた計画を立てます。
・なぜ納付できないのか　・現在の家族単位での収支状況

・お金の使い方、管理について　など

差押対象となる財産差押対象となる財産差押対象となる財産
預金、給与、保険解約返戻金、
年金、不動産、自動車など

阿蘇市生活相談センターでは、家計相談を行っており、収入や支出をお聞きした上で助言を行います。
税務課への分納相談、債務整理などで今後の見通しをつけましょう。

生活再建のため、今後の計画をたてませんか？

問 税務課 収税係
☎ 22-3148

予告なく財産が差し押さえられ、
滞納税に充てられます。

放置せずに相談を
納税が困難な人は

問 市生活相談センター ☎ 22-3364

まずは
ご相談を

広
告
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▷ 書きたいページから気軽に書こう。最初から全てを
書き上げる必要はありません。

▷ 法的効力はありません。いつでも書き直しが可能。

▷ 年に1度は見直したり、書き足したりしましょう。差し
替えができるので、記入日も忘れずに書きましょう。

▷ 家族や信頼できる人と書き進めると想いが伝わります。

▷ ノートの保管場所は大切な人に伝えておきましょう。

｢  あ なたの想いに寄り そ うノート｣

  対象者 阿蘇市内に住所を有する人

  配布場所 ほけん課介護保険係・各支所

 阿蘇市地域包括支援センター

 阿蘇中部地区在宅医療サポートセンター
 （阿蘇医療センター内）

皆さまに住み慣れた地域で自分らしく暮らしていただくために、市では「阿蘇市在宅医療システム研究会中部

地区」の取り組みの中で、エンディングノート「あなたの想いに寄りそうノート」を作成しました。

問 阿蘇郡市医師会
☎ 34-0716

問合せ・申込み開催開催
イベントイベント

11/30

参加無料

ところ プログラム

sat

15:00~16:30
メイン会場  阿蘇郡市医師会 ● ｢シン・ピンコロ４」上映会

● 消防署から事例紹介
● ｢あなたの想いに寄りそうノート」
 書き方相談会

サテライト会場  阿蘇医療センター
  阿蘇保健福祉センター

問 ほけん課 介護保険係 ☎ 22-3145　問 阿蘇市地域包括支援センター ☎ 32-5122

来場の人に
プレゼント！
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